
 

 

関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について 

（第２回 関西広域連合 新型コロナウイルス感染症対策本部会議） 

 

令和２年３月 26 日 

広 域 防 災 局 

 

【議事】 

 

 ・ 関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応状況について 

 

 

 ・ 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等について 

 

   

 ・ 新型コロナウイルス感染症に係る水際対策の強化について 

 

 

 ・ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

［資 料］ 

 別添１ 関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応状況 

 別添２ 新型コロナウイルス感染症対策に係る国への要望 

 別添３ 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等  

 別添４ 全国知事会緊急提言等 

別添５ 新型コロナウイルス感染症に係る水際対策の強化 
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関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応状況 

 

                               令和２年３月 26 日 

広 域 防 災 局 

 

○構成団体で実施している対応・対策 

１．全構成団体共通（３月 24 日時点） 

（１）本部体制 対策本部の設置 

（２）医療対策 疫学的調査の実施 

（３）産業対策 事業者向け経営等相談窓口の設置 

（４）社会対策 ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾒｰﾙ等による注意喚起、情報発信、啓発等 

・医療機関、社会福祉施設、関係機関等への情報提供、注意喚起、通知、

研修、会議等 

・公共施設やイベント開催時の消毒液の設置、マスク配布等 

・住民等へ発熱等の症状がある場合の外出自粛要請 

（５）その他  職員の時差出勤等 

 

２．個別実施等 （３月 24 日時点） 

区 分 

府 県 政令市※1 

滋
賀
県 

京
都
府 

大
阪
府 

兵
庫
県 

奈
良
県 

和
歌
山
県 

鳥
取
県 

徳
島
県 

計 
京
都
市 

大
阪
市 

堺 
 

市 

神
戸
市 

計 

 
 
 
 
 
 
 
 
医
療
対
策 

検
査
体
制 

検査機関数(機関) 1 2 2 4 1 2 1 1 14 (1) 
府市

合同 (1) (1)  

検査可能検体数(件/日) 60 60 260 162 30 80 120 72 844 (60) 
府市

合同 (20) (24)  

 

 

診

療

体

制 

帰国者･接触者相談ｾﾝﾀｰ

設置数(箇所) 
8 9 18 18 6 9 3 6 77 (1) (1) (1) (1) (4) 

帰国者･接触者外来設置

箇所数(見込含(箇所)) 
12 28 63 40 10 15 13 11 192 (12) (７) 調整中 ( 6 )  

入院可能病院数(機関) 14 調整中 28 37 調整中 10 16 4  調整中 調整中 調整中 調整中  

うち感染症指定医療機関(機関) 7 7 6 9 5 7 4 4 49 (2) (１) (１) (１) (５) 

受入可能病床数※3(床) 748 調整中 214 254 調整中 45 265 40  調整中 調整中 調整中 
30～50 

で調整中  

うち感染症病床数(床)※4 34 38 69 54 24 32 12 23 286 (10) (33) (７) (10) (60) 

 

 

 

そ

の

他 

入院調整や情報の共有・
一元管理などを行うセン
ター等の設置 

 調整中 ○ ○   ○   調整中     

感染症指定医療機関等に
対する防護服、簡易陰圧
装置等の購入費補助 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○       

携帯型翻訳機の感染症指

定医療機関等への配備(台) 
 104 10 13 4  6 13 150      

医療機関向け受診・検査

相談ｾﾝﾀｰの設置 
  ○    ○        

産業 

対策 

中小企業向け融資制度の

創設、貸付要件緩和等 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○  ※5 ※5 
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区 分 

府 県 政令市※1 

滋
賀
県 

京
都
府 

大
阪
府 

兵
庫
県 

奈
良
県 

和
歌
山
県 

鳥
取
県 

徳
島
県 

計 
京
都
市 

大
阪
市 

堺 
 

市 

神
戸
市 

計 

企業等への時差出勤･ﾃﾚﾜ

ｰｸ等の要請 
○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○   ○  

 

社会 

対策 

庁舎、保健所等への専用

相談窓口の設置(箇所) 
8 9 3 6 6 10 3 7 52 (1) (1) (1) (1) (4) 

24 時間対応ｺｰﾙｾﾝﾀｰ(箇所) 2 2 3 2  １ 3 1 14 (1) (1) (1) (1) (4) 

一般企業・関係団体への

ｲﾍﾞﾝﾄ中止等の要請 
 ○ ○ ○ ○  ○ ○    ○ ○  

教

育

対

策 

公

立 

小中高等の休校対応 
始期 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/2 3/2 3/2  3/5 2/29 2/29 3/3  

終期 3/24 春休 春休 3/23 3/20 春休 3/17 3/24  春休 3/24 3/24 春休  

幼稚園の対応(休園〇)   
休業

要請     
一部

休業  ○ ○ ○ ○  

私

立 

小中高への休校(要請○) ○ ○ ○  ○ ○  ○       

幼稚園の対応(休園要請○)   ○            

 

保育園の対応(休園要請○)           ○    

(公立)社会教育施設(美

術館等)の対応(閉館〇) 
○ ○ ○ ○ ○  

 
  ○ ○ ○   

社会教育施設での府

県市主催事業自粛 

始期 2/28  2/20 3/3   2/21 2/27     3/3  

終期 3/24  4/3 3/31   未定 3/31     3/31  

その他 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策

本部運営訓練 
      ○        

友好都市等への感染対策

資材等の提供(マスク、医

療用手袋、防護服等) 

○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  
 

 ○   

主催ｲﾍﾞﾝﾄ等の自粛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○  

公園等で花見(飲酒等を

伴う宴会等)の自粛 
   ○         ○  

※1  政令市：政令市の数値は府県に含む。 ※2 京都市：京都府京都市合計の件数。 
※3  簡易陰圧装置の設置等による専用の入院病床数(見込)を含む。 ※4 結核病床除く。 
※5  大阪市・堺市：大阪市・堺市における中小企業向け制度融資は、大阪府制度に一元化している。 
※6 大阪市：新型コロナウイルスにかかる一般相談について、24 区の保健福祉ｾﾝﾀｰでも対応している。 
※7  鳥取県：感染の広がり、会場の状況等を踏まえて必要性の検討又は実施方法を工夫いただくよう求め

ている。 
※8  鳥取県：休校対応については、準備期間を３日間（3/2～4）取ることができる。 
※9  京都府：市町村により臨時休業期間は異なり、１町で通常授業を継続。新学期から教育活動を再開 
※10 大阪府：部活動を含む学校における教育活動等は 4/7 まで行わない。 
※11 鳥取県：県立学校について、徹底した感染防止対策を実施した上で再開する。ただし、保護者の判断

で休ませる場合は欠席扱いとしない他、特別支援学校については、児童生徒及び家庭の状況に応じて
柔軟に対応する。 

※12 大阪市：職員等に感染者発症が発生した場合に状況に応じて個別に依頼。 
※13 滋賀県：３条件が重なることが回避できる等の判断ができる場合には、25 日以降、順次開館、開催

する。 
※14 京都府：一律の中止等は行わず、イベント等の態様と参加者の特性等により、個別に判断。3 月 24

日以降は、感染リスクが低いと判断される野外におけるイベントについては、感染予防対策等を十分
に講じたうえで実施を検討。 

※15 鳥取県：一律の中止等は行わず、イベント等の態様と参加者の特性等により、個別に判断。 
※16 京都市：国の専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」における「大規模イベ

ント等の取扱い（注意点）」を踏まえ，各イベント等について、密閉空間、密集場所、近距離での会
話や発声の３条件が重ならない場合には、感染防止対策等を徹底したうえでの実施を検討するよう全
庁に周知徹底（既にこの方針に基づき実施済みのイベントあり）。 

※17 鳥取県：政府専門家会議で示された基準をもとに、県民が適正に判断できるように、基準を周知。 
※18 堺市：当面の間、公園内において花見等に伴う大人数での宴会（バーベキュー）の自粛を呼びかけ。 

※15 

※13 

※12 

※13 

※8 

※11 ※9 

※7 

※18 ※17 

※10 

※6 

※13 

※14 

※14 
※16 
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１．全国の感染状況 
区 分 国内感染者 ﾁｬｰﾀｰ機帰国者 ｸﾙｰｽﾞ船乗船者 合 計 

感染者 1,170 14 712 1,896 

死亡者 43  10 53 
 

（国内感染者の内訳） 
都道府県 感染者 死亡者 都道府県 感染者 死亡者 

東京都 171 5 栃木県 6  

北海道 163 6 長野県 5  

愛知県 148 17 滋賀県※ 5  

大阪府※ 142 2 沖縄県 5  

兵庫県※ 118 6 山梨県 4  

神奈川県 83 4 山口県 4  

埼玉県 59 1 静岡県 3  

千葉県 48  広島県 3  

新潟県 28  愛媛県 3  

京都府※ 27  宮崎県 3  

大分県 23  青森県 2  

和歌山県※ 17 1 秋田県 2  

群馬県 13 1 福島県 2  

高知県 12  長崎県 2  

岐阜県 11  宮城県 1  

茨城県 10  福井県 1  

三重県 9  岡山県 1  

奈良県※ 9  徳島県※ 1  

福岡県 9  香川県 1  

石川県 8  佐賀県 1  

熊本県 7   

関西圏域計* 319 9 

合 計 1,170 43 
 

 

２．関西圏における感染者の発生状況                   ３月 24 日 24:00 現在 

区 分 
府 県 

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計 

感染患者数 5 27 142 118 9 17  1 319 

現
状 

入
院 

重症  2 5 7     14 

軽症・ 

無症状 
4 15 69 90 2 5   185 

退院 1 10 57 15 7 11  1 102 

死亡   2 6  1   9 

その他   9      9 

感
染
経
路
（
推
定
） 

ライブハウス  12 71 13 5 1   102 

医療施設    26  11   37 

幼児教育施設    8     8 

高齢者施設    53     53 

クルーズ船     2 1  1 4 

その他 4 9 9 8 2 1   33 

不明・調査中 1 6 62 10  3   82 

参考 

(各都道府県報道提供資料等による) 

) 

 

N 

３月 24 日 24:00 現在 
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３．関西広域連合の対応   

（１）体制 

新型コロナウイルス対策準備室 設置(1/28) 

新型コロナウイルス対策本部  設置(3/2) 

（２）各分野局等の対応状況 

 ・国内での発生状況・構成団体の対応状況等の共有（広域防災、広域産業） 

 ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等における府県民に対する感染症の徹底に係る注意喚起の実施、専用相談窓口

情報等の提供（広域医療、広域産業） 

 ・関西観光本部における会員向けメール及びホームページにて注意喚起（広域観光） 

 ・イベント等での感染症対策の徹底（広域産業、農林水産、広域環境、資格試験・免許等・ 

広域職員研修、本部事務局、議会事務局） 

・小学生スポーツ交流大会（バドミントン）（2/23 和歌山市）の中止（スポーツ部） 

・幼児期環境学習の指導者研修会（3/10 徳島市）の中止（広域環境保全局） 

・「コロナウイルス対策（BCP）」をテーマとした企業向け WEB セミナーを開催（3/12～3/29）

（広域産業） 

 

４．これまでの経緯 

・１月 09日(木) 中華人民共和国湖北省武漢市で新型コロナウイルス検出 

・１月 15日(水) 日本国内で初めての感染者を確認 

・１月 30日(木) 政府、新型コロナウイルス感染症対策本部設置 

・２月 01日(土) 新型コロナウイルス感染症の指定感染症及び検疫感染症への指定に

かかる政令が施行 

・  同 日   過去２週間以内に湖北省に滞在歴のある外国人、湖北省発行の中国旅

券所持者の入国拒否 

・  同  日      厚労省より、帰国者・接触者相談センター、帰国者・接触者外来設置

にかかる通知発出 

・２月 03日(月) クルーズ船｢ダイヤモンド・プリンセス号｣が横浜港に入港 

・２月 13日(木) 国内初の新型コロナウイルス感染者死亡（神奈川 80 代女性） 

・２月 14 日(金) 政府、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大を受けた緊急対策第１弾決定(総額 153 憶

円) 

・  同 日   無症状感染者の強制入院、検疫時の隔離・停留を可能とする政令施行 

・２月 17日(月) 帰国者・接触者相談センターへ相談する目安の変更 

・２月 25日(火) 政府、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の策定 

0
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・２月 26日(水) 政府、全国的なｽﾎﾟｰﾂ、文化ｲﾍﾞﾝﾄ等の中止・延期要請 

・２月 28日(金) 政府、全国の小中学校と高校などに一斉休校を要請 

・３月 06日(金) ＰＣＲ検査に公的医療保険適用開始 

・３月 09日(月) 中国、韓国の全域を検疫強化指定地域に指定 

・３月 10日(火) 政府、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に関する緊急対応策第２弾決定(総額 4,308

億円) 

・  同 日   大規模イベント等の自粛要請を今後 10日間継続の要請 

・３月 11日(水) ＷＨＯ「パンデミックとみなせる」と表明 

・３月 14日(土) 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律施行 

・３月 21日(土) イタリア、イラン等 37 カ国を検疫強化対象地域に追加 

・３月 24日(火) 文科省、小中高等における教育活動の再開等について通知 

・  同 日   東京オリンピック・パラリンピック開催の１年程度延期が決定 

・３月 26日(木) アメリカ全域を検疫強化対象地域に追加 

 

 

7



8



 
 

              
新型コロナウイルス感染症対策に係る国への要望 

 
 

令和２年３月２６日 
広 域 防 災 局 

 

 

１ 日 時  令和２年３月１９日（木）午後 

２ 要望先  内閣官房、内閣府、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省 

３ 要望者  兵庫県東京事務所 

４ 要望書  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添２ 

9



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10



 
 

新型コロナウイルス感染症対策に係る要望 
 

現在、新型コロナウイルス感染症は、全世界において広がり続け、我が国において

も患者の増加に歯止めが見られない。 
関西圏域でも陽性確定者が感染症指定医療機関の病床数を上回っている府県も出

てきており、現行の入院措置制度のもとで、入院調整に支障が生じている状況にある。 
また、関西府県市では連携を強化し、クラスターを介した感染拡大の封じ込めに注

力し、一定の成果を上げつつある中で、海外旅行からの帰国者の感染が急増しており、

感染拡大地域からの入国制限についても実効性のある措置が求められる。 
また、イベント等の自粛要請が続く中で国民の極端な萎縮は、社会経済活動に深刻

な影を落としている。感染拡大防止の基本的な条件は守りながら、様々な知恵と工夫

のもとで事業再開が求められている。 
このような状況に鑑み、以下の項目について、緊急の対策を講じられるよう要望す

る。 

１ 感染患者に対する適切な医療実施体制の確保 

（１）無症状病原体保有者・軽症者に係る入院措置 
① 重症患者の治療に支障が生じないよう、現に入院措置を行っている無症状病原

体保有者の退院基準の弾力化を図ること 
② 今後の無症状病原体保有者及び軽症者の入院措置については、病院外での収容

を可能とすること 
③ 医療現場の実情に応じた措置を講ずること 

（２）新型インフルエンザ等患者入院医療機関整備事業の拡充 
患者の増大に対応する感染症指定医療機関以外の医療機関での受入を促進す

るため、新型インフルエンザ等患者入院医療機関整備事業の対象設備について、

特定の機器整備に限定せず受入体制の整備に伴う経費を広く補助対象とすること 
（３）医療専門人材の広域融通制度（医療版ＴＥＣ―ＦＯＲＣＥ（仮称））の創設 
   医療専門人材については地域偏在が大きいため、医療資源を有効かつ効率的に

活用できるよう、学会等と連携しながら、新型コロナウイルス感染症に対応可能

な医療専門人材の広域融通を図る「医療版ＴＥＣ―ＦＯＲＣＥ」（仮称）を創設す

ること 
（４）治療薬、医薬資器材等の供給 

① ＰＣＲ検査試薬の十分な供給、簡易検査キット並びに治療法の確立やワクチン

の開発を急ぎ、供給すること 
② 医療現場で支障が生じているマスクや消毒液に加え、著しく逼迫している簡易

陰圧装置や防護服等の医療資器材の不足に対し、速やかな調達と医療機関等へ

の優先度に応じた供給を行うこと 

２ 社会福祉施設等に対する感染予防資材の供給 

  利用者及び施設職員が感染防御を行い安心・安全に施設利用が行えるよう、マス

クのほか消毒液等の資材についても国において量や時期を明確にして、調達・供給

すること  

別紙 
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３ 水際対策の強化 

  最近、海外旅行からの帰国者の間での感染確認が相次いでいることから、入国後

の待機要請の実効性を確保するため、帰国者の自主的な対応にまかせるのではなく

関係機関が連携した健康観察体制を構築するなど、水際対策を強化すること 

４ 地域経済活性化への支援 

（１）サプライチェーンの回復支援 
   中国をはじめとする各国からの資材･部品等の供給遅延による生産や工事、販

売等への影響が生じているため、各企業が実施するサプライチェーン回復の取組

に対する支援を充実すること 
（２）雇用対策等 

非正規雇用者も対象とする等の雇用調整助成金の特例について、経営が著しく

悪化している地域の企業に配慮して、都道府県による活動自粛要請の宣言とは関

係なく弾力的に運用すること 
また、雇用調整助成金について制度の周知徹底とともに、支給手続きの簡素化

を図ること 
（３）地域経済対策の弾力的な実施 

① ３月１０日に第２弾経済対策が決定されたが、リーマンショック時を上回る、

消費喚起や投資促進を図るための総合的かつ大胆な経済対策を早期に講じる

こと 
② セーフティーネット保証や危機関連保証、無利子・無担保で貸し付ける特別貸

付制度が十分に活用され、資金が年度末までに行き渡るよう、審査要件の緩和

や手続きの簡素化などを行うこと 
（４）農林水産物の価格安定制度の拡充及び販路促進対策の強化 
   農畜産物の価格低迷が続いていることから、畜産経営安定交付金の補填財源の

国庫による全額負担や補填金の早期交付など農林水産物の価格安定制度を拡充

するとともに、販売促進対策を強化すること 
（５）イベント自粛の緩和 

密閉、密集、近距離といった感染拡大の条件に該当しないイベントについては、

経済の活性化の観点からも、地域の知恵と工夫のもとで実施できるよう、政府と

して再開に向けたメッセージを発出すること 

５ 国民生活の安定の確保 

消費者に適切な行動の呼びかけを行うとともに、生活関連物資が入手困難となる

場合は、国による一括買い取りなど、柔軟な対応を行うこと 

 

令和２年３月１９日 
        関西広域連合 

広域連合長   井 戸 敏 三（兵庫県知事） 

副広域連合長  仁 坂 吉 伸（和歌山県知事） 

委  員    三 日 月 大 造（滋賀県知事） 
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委  員      西 脇 隆 俊（京都府知事） 

委  員      吉 村 洋 文（大阪府知事） 

委  員      荒 井 正 吾（奈良県知事） 

委  員      平 井 伸 治（鳥取県知事） 

委  員      飯 泉 嘉 門（徳島県知事） 

委  員      門 川 大 作（京都市長） 

委  員     松 井 一 郎（大阪市長） 

委  員     永 藤 英 機（堺市長）  

委  員     久 元 喜 造（神戸市長） 
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１．検査体制・検査能⼒

60

60

240

138

80

120
72
20

24

814

２．帰国者・接触者外来設置箇所数 （３月２４日現在）

３．新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会の設置 （３月２４日現在）

鳥取県

神⼾市

徳島県
堺市

和歌山県

徳島県

2/22設置 2/22第1回プロジェクト会議開催、2/29第2回目、3/13第3回目、
3/23医療調整協議会を開催
3月6日設置、3月13日第1回協議会を開催、3月26日第2回協議会を開催

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県

府県市名 設置状況

※R2.3.1厚⽣労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加
した場合の各対策の移⾏について」に基づく協議会

大阪健康安全基盤研究所
森ノ宮センター・天王寺センター

県⽴健康科学研究所
尼崎市⽴衛⽣研究所

姫路市環境衛⽣研究所
環境衛⽣研究センター
和歌山市衛⽣研究所

滋賀県
京都府
京都市
大阪府
大阪市

兵庫県

和歌山県

３月９日設置、３月９日第1回協議会を開催
未設置
３月24日設置、同日第１回協議会を開催

大阪府

別添３

新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等

府県市名 検査機関名
今後の増加予定

関⻄広域連合広域医療局 
令和２年３月２６日  

検査可能検体数／日
（３月２４日現在）

滋賀県衛⽣科学センター

63
33

徳島県
鳥取県

80検体
(３月２７日前後から)

2月5日設置、2月5日和歌山県危機管理専⾨家会議（第1回）を開催、
3月12日同会議（第2回）を開催

未設置

15
13
11

鳥取県衛⽣環境研究所

堺市衛⽣研究所
徳島県保健製薬環境センター

4月1日から40検体

計

神⼾市環境保健研究所

京都府保健環境研究所
京都市衛⽣環境研究所

175

府県市名

和歌山県
兵庫県

滋賀県
京都府

計

鳥取県

帰国者・接触者外来箇所数
12
28

15



４．帰国者・接触者相談センターの設置状況

５．一般相談窓口の設置状況
箇所数

滋賀県 8

神⼾市

3

府県市名

京都府

滋賀県

1

1

1 ・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）

・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）

・６保健所（土日祝日を含む24時間対応）

・県庁及び大津市保健所（土日祝日を含む24時間対応）
・その他６保健所   （平日８時30分〜17時15分）

8

大阪府

5

10

京都府

大阪府

兵庫県

兵庫県

和歌山県

8

6

1 ・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）

相談体制

・県庁（平日・土日祝８時30分〜17時15分）
・大津市保健所（平日８時40分〜17時25分）
・その他６保健所（平日８時30分〜17時15分）

（３月２４日現在）

府県市名

1

1

・県庁（平日８時30分〜17時15分）
・３保健所（土日祝日を含む24時間対応）

・県庁（土日祝日を含む24時間対応）
・８保健所(⽀所含む)、和歌山市保健所（9:00〜17:45）

・県庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）
・中核市４保健所

・府庁（９時〜18時（土日祝日を含む））

・府庁  （土日祝日を含む24時間対応）
・７保健所（平日8時30分〜17時15分）

和歌山県

鳥取県 4

25

・専用ダイヤル２回線（土日祝日を含む24時間対応）

徳島県

神⼾市

堺市

京都市

大阪市
・大阪市保健所（平日9時〜17時30分）
・24区保健福祉センター（平日9時〜17時30分）

1

（３月２４日現在）

・県庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

箇所数 相談体制

・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）

大阪市

鳥取県

徳島県

京都市

堺市

・本庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

・本庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

8

16

17

9

・10保健所、中核市6保健所
 （土日祝日を含む24時間対応）
・12保健所（平日９時〜17時30分）中核市４保健所
・県庁専用ダイヤル（休日及び夜間17時30分〜翌９時）
・８保健所（⽀所含む）、和歌山市保健所
（平日9:00〜17:45）※時間外・休日も対応
・２保健所、鳥取市１保健所
 （土日祝日を含む24時間対応）

・府庁  （土日祝日を含む24時間対応）
・７保健所（平日8時30分〜17時15分）

1

1
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新型コロナウイルス感染症に係る水際対策の強化 

 

 令和２年３月２６日 
広 域 防 災 局 

 

 

水際対策の強化については、入国後の待機要請の実効性を確保することが求められ

ている。３月１９日に実施した国に対する健康観察体制構築への要望に引き続き、帰

国者等向けに、実効性ある自宅等待機について、メッセージを発信する。 

 

 

１．新型コロナウイルス感染症対策に係る国要望（３月 19 日 抜粋） 

 

３ 水際対策の強化 

  最近、海外旅行からの帰国者の間での感染確認が相次いでいることから、入国後

の待機要請の実効性を確保するため、帰国者の自主的な対応にまかせるのではなく

関係機関が連携した健康観察体制を構築するなど、水際対策を強化すること 

 

 

２ 帰国者等へメッセージ 

  関西への帰国者に加えて、帰国者を受け入れる家族、親戚、友人、宿泊施設も 

対象に、実効性ある自宅等待機について、メッセージを発信する。 

 

 

別添５ 

別紙 
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帰国者と帰国者を受け入れる方々へのお願い 
～新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて～ 

 

新型コロナウイルスは今や世界的に感染が拡大しており、日本においても海外から

の帰国者による感染が各地で相次いでいます。現在、ヨーロッパの大半の国々、アメ

リカ、中国、韓国、イラン、エジプトから航空機等で入国するすべての方について検

疫が強化されており、健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所（自

宅など）で 14 日間待機し、空港等からの移動も含め電車、バス、タクシーなどの公

共交通機関を使用しないことが要請されています。 

海外のこれらの地域から帰国される方とそれを受け入れる府県民の方々におかれ

ましては、実効性ある自宅等待機を行っていただくため、以下の点に努めていただく

よう、ご協力をお願いします。 

 

１ 海外から帰国される皆様へ 

海外から帰国された皆様は、指定された場所で待機し、入国の次の日から起算し

て 14 日間は、体温測定を毎日行うなど、ご自身の健康管理にご注意いただくとと

もに、不要不急の外出を控えてください。 

また、咳や発熱等の症状が現れた場合は、マスク等を着用するなどし、他の人と

の接触を控えるとともに、帰国者・接触者相談センター（別添）にご相談ください。 

 

２ 帰国者を受け入れられる皆様へ 

帰国者を受入れられるご家族やご親戚、ご友人、宿泊施設の方にもご協力をお願 

いします。 

待機生活中は、帰国者の健康管理に協力し、十分に睡眠、栄養をとれるよう配慮

するとともに、帰国者の方が外出を控えるようご留意願います。 

帰国者の方に咳や発熱等の症状が出た場合は、帰国者・接触者相談センターにご

相談ください。また、周囲の方も、咳エチケットや手洗い等の徹底に加え、食事を

別々にとるなど接触を限定していただくとともに、定期的に換気を行い、手で触れ

る共有部分は消毒するほか、ご自身の健康管理にも努めてください。 

帰国者ご本人と離れて生活されているご家族の方等にあっては、以上のことが守

られているか電話等で確認していただくようお願いします。 

 

３ 入国制限対象地域から帰国される皆様及びその方を受入れられる皆様へ 

  検疫強化の対象となっている国の一部地域については、入管法に基づく入国制限

がなされています。このような地域から帰国される皆様には、全員に対し既にＰＣ

Ｒ検査と保健所等による定期的な健康確認が行われていますので、ご自身の健康管

理にご注意いただくとともに、保健所等からの問い合わせについても、ご協力いた

だくようお願いします。 

 

令和２年３月２６日 

             関西広域連合長（兵庫県知事）井 戸 敏 三 

別紙 
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帰国者・接触者相談センター　一覧

相談センター名称 連絡先

健康医療福祉部薬務感染症対策課
（平日、土日祝日、24時間）

080-2470-8042

草津保健所 080-2522-3054

甲賀保健所 080-8527-5165

東近江保健所 080-8318-0938

彦根保健所 080-2470-8465

長浜保健所 080-2525-6322

高島保健所 080-2522-7183

大津市保健所

077-526-5411
(平日・土日祝日、8時40分～20時まで)
080-2409-1856
(平日・土日祝日、夜間20時～翌8時40分まで)

京都府庁（平日、土日、祝　２４時間対応） 075-414-4726

乙訓保健所 075-933-1153

山城北保健所 0774-21-2911

山城南保健所 0774-72-0981

南丹保健所 0771-62-2979

中丹西保健所 0773-22-6381

中丹東保健所 0773-75-0806

丹後保健所 0772-62-4312

京都市 帰国者・接触者相談センター 075-222-3421

大阪府池田保健所 072-751-2990

大阪府吹田保健所 06-6339-2225

大阪府茨木保健所 072-624-4668

大阪府守口保健所 06-6993-3131

大阪府四條畷保健所 072-878-1021

大阪府藤井寺保健所 072-955-4181

大阪府富田林保健所 0721-23-2683

大阪府和泉保健所 0725-41-1342

大阪府岸和田保健所 072-422-5681

大阪府泉佐野保健所 072-462-7703

高槻市保健所 072-661-9335

東大阪市保健所 072-963-9393

豊中市保健所 06-6151-2603

枚方市健康部 072-841-1326

八尾市保健所 072-994-0668

寝屋川市保健所 072-829-8455

大阪市 大阪市保健所 06-6647-0641

堺市 堺市保健所 072-228-0239

兵庫県庁コールセンター 078-362-9980

芦屋健康福祉事務所 0797-32-0707

宝塚健康福祉事務所 0797-62-7304

伊丹健康福祉事務所 072-785-9437

加古川健康福祉事務所 079-422-0002

大阪府

新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）

団体名

滋賀県

帰国者・接触者相談センター

京都府

帰国者・接触者相談センター

兵庫県

帰国者・接触者相談センター

別添
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相談センター名称 連絡先団体名

加東健康福祉事務所 0795-42-9436

中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234

龍野健康福祉事務所 0791-63-5140

赤穂健康福祉事務所 0791-43-2321

豊岡健康福祉事務所 0796-26-3660

朝来健康福祉事務所 079-672-0555

丹波健康福祉事務所 0795-73-3765

洲本健康福祉事務所 0799-26-2062

姫路市保健所 079-289-0055

尼崎市保健所 06-4869-3015

西宮市保健所 0798-26-2240

あかし保健所 078-918-5439

神戸市 神戸市保健所 078-322-6829

帰国者・接触者相談センター 0742-27-1132

和歌山市保健所 090-9870-5112

海南保健所 073-482-0600

岩出保健所 0736-61-0020

橋本保健所 0736-42-0491

湯浅保健所 0737-64-1291

御坊保健所 0738-22-3481

田辺保健所 0739-26-7933

新宮保健所 0735-21-9630

新宮保健所串本支所 0735-72-0525

東部地区：鳥取市保健所内
管轄：鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町

電話：0857-22-5625
　（時間外　0857-22-8111）

中部地区：倉吉保健所内
管轄：倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町

電話：0858-23-3135
　　　  0858-23-3136

西部地区：米子保健所内
管轄：米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、
伯耆町、日南町、日野町、江府町

電話：0859-31-0029
         0859-31-9317

徳島保健所 088-602-8907

吉野川保健所 0883-36-9018

阿南保健所 0884-28-9874

美波保健所 0884-74-7373

美馬保健所 0883-52-1016

三好保健所 0883-72-1123

徳島県

帰国者・接触者相談センター

兵庫県

奈良県

和歌山県

帰国者・接触者相談センター

鳥取県

発熱・帰国者・接触者相談センター
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